
 

新旧対照表 
○考査基準 

新 旧 

１ 担当課長 考査基準 

(1) 考査方法 

担当課長は、評定趣旨を十分に理解し尊重した上で、それぞれ総合的に評

定を行う。 

(2) 評定点範囲 

採点表（担当課長用）の該当する評価対象項目について、それぞれ総合的

に判断して評定するものとする。 

 

２ 担当係長（監督員）及び検査員 考査基準 

評定にあたっては、当該業務の履行状況に応じ、各評価対象項目の評定を

行うものとする。（評価対象項目の追加、削除、もしくは評価比重の変更は

行わない。） 

 

３ 事故等による減点等 

(3) 低入札価格調査における虚偽説明等による減点 

愛媛県業務委託低入札価格調査実施要綱（令和元年10 月１日施行）の規

定に基づく低入札価格調査の調査対象者が、当該調査を経て契約を行った後

に虚偽の資料提出又は説明を行ったことが明らかとなった場合は、成績評定

に厳格に反映することとし、業務成績評定点を減点する場合は、当該業務の

総合評定点に対して、別表－３を参考として１０点まで減点することができ

る。また、評定要領第７に定める評定の結果の通知後に当該事象が発生した

場合は、評定要領第８に定める評定の修正を行うものとする。 

なお、この場合、評定要領別記様式第１及び第２に定める委託業務等成績

評定表及び委託業務等成績評定通知書別表においては、「その他（低入札価

格調査における虚偽説明等による減点）」として記入するものとする。 

 

 

 

 

 

１ 担当課長 考査基準 

(1) 考査方法 

担当課長は、評定趣旨を十分に理解し尊重した上で、それぞれ総合的に評

定を行う。 

(2) 評定点範囲 

採点表（担当課長用）の該当評価項目について、それぞれ総合的に判断し

て評定するものとする。 

 

２ 担当係長（監督員）及び検査員 考査基準 

評定にあたっては、当該業務の履行状況に応じ、各評価項目の評定を行う

ものとする。（評価項目の追加、削除、もしくは評価比重の変更は行わない。） 

 

 

３ 事故等による減点等 

(3) 低入札価格調査における虚偽説明等による減点 

愛媛県土木部業務委託低入札価格調査試行要綱（平成21年４月１日施行）

の規定に基づく低入札価格調査の調査対象者が、当該調査を経て契約を行っ

た後に虚偽の資料提出又は説明を行ったことが明らかとなった場合は、成績

評定に厳格に反映することとし、業務成績評定点を減点する場合は、当該業

務の総合評定点に対して、別表－３を参考として１０点まで減点することが

できる。また、評定要領第７に定める評定の結果の通知後に当該事象が発生

した場合は、評定要領第８に定める評定の修正を行うものとする。 

なお、この場合、評定要領別記様式第１及び第２に定める委託業務等成績

評定表及び委託業務等成績評定通知書別表においては、「その他（低入札価

格調査における虚偽説明等による減点）」として記入するものとする。 
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５ 適用する採点表について 

(1) 業務種類別の適用採点表 

ア 測量業務 採点表 

評定要領第２第１項第２号、第３号に規定する業務（単純調査業務を除

く）に適用する。 

イ 地質調査業務 採点表 

評定要領第２第１項第１号に規定する業務（単純調査業務を除く）に適

用する。 

ウ 単純調査業務 採点表 

評定要領第２第１項第１号、第２号、第３号及び第４号に規定する業務

並びに第５号に規定する業務のうち単純調査業務に適用する。 

エ 設計業務「調査・計画業務」採点表 

評定要領第２第１項第５号に規定する業務（単純調査業務を除く）に適

用する。 

オ 設計業務「概略・予備設計」採点表 

評定要領第２第１項第６号に規定する業務（概略設計及び予備設計）に

適用する。 

カ 設計業務「詳細設計」採点表 

評定要領第２第１項第６号に規定する業務（詳細設計）に適用する。 

キ 評定要領第２第１項第７号に規定する業務の採点表は、担当係長（監督

員）が決定する。 

(2) 対象業務が複数の業務にまたがる場合の取扱い 

対象業務が、上記(1)ア～キのうちの複数の業務にまたがる場合において

は、業務の目的、金額を勘案し、原則として主たる業務の採点表を適用する。 

５ 適用する採点表について 

(1) 業務種類別の適用採点表 

ア 「地質調査、単純調査業務、測量業務等」採点表 

評定要領第２第１項第１号、第２号、第３号及び第４号に規定する業務

並びに第５号に規定する業務のうち単純調査業務に適用する。 

イ 「調査業務、計画業務」採点表 

評定要領第２第１項第５号に規定する業務（単純調査業務を除く）に適

用する。 

ウ 「設計業務」採点表 

評定要領第２第１項第６号に規定する業務に適用する。 

エ 評定要領第２第１項第７号に規定する業務の採点表は、担当係長（監督

員）が決定する。 

(2) 対象業務が複数の業務にまたがる場合の取扱い 

対象業務が、上記(1)ア～エのうちの複数の業務にまたがる場合において

は、業務の目的、金額を勘案し、原則として主たる業務の採点表を適用する。 
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６ 総合評定点について 

総合評定点を算出する際には、評価項目細別ごとに以下の配点とする。 

 
注）１ 技術者評定は、監督員の確認を受けた上で業務実績情報として登録された技術者を評

定の対象とする。 

６ 総合評定点について 

総合評定点を算出する際には、対象業務に応じて評価項目ごとに以下の

重み付けを考慮する。 
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削除 

７ 業務評定項目 
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７ 採点表 

 

  採点表は別添のとおり 

８ 採点表 

 

  採点表の添付を省略 
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８ 評定点集計表 

 
 

 

９ 評定点集計表 
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